
平
成
三
十
年
二
月
一
日
提
出

質

問

第

四

二

号

森
林
環
境
税
の
多
重
の
税
負
担
の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

城

井

崇
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森
林
環
境
税
の
多
重
の
税
負
担
の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
で
導
入
が
決
定
し
た
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
は
森
林
環
境
税
と
同
様
に
森
林
環
境
の
保
全
や
整
備
を
目
的
と
す
る
税
金
を
す
で
に
独
自
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県

及
び
市
町
村
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

導
入
済
み
で
同
趣
旨
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
独
自
の
税
金
と
こ
の
度
の
森
林
環
境
税
が
同
時
に
課
税
さ
れ
れ
ば
納
税
者

に
と
っ
て
二
重
三
重
の
税
負
担
と
な
り
か
ね
な
い
。
使
い
み
ち
の
重
な
る
こ
れ
ら
の
既
存
の
税
金
と
こ
の
度
の
森
林
環
境
税

と
の
調
整
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

三

森
林
環
境
税
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
項
目
に
使
え
る
か
。
具
体
的
な
使
い
み
ち
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
ム
ダ
づ
か
い
を

防
ぐ
観
点
か
ら
同
税
の
使
い
み
ち
が
際
限
な
く
広
が
っ
て
い
か
ぬ
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
森
林
環
境
税
の
使
途
の
限

定
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


